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相続税，賦課方式の公的年金政策，経済成長

仲　間　瑞　樹

1．はじめに

　Bertola，　Foellmi　and　ZweimUller（2006）では，　Diamond（1965）型の2

期間世代重複モデルに，対数線形型の消費遺産動機1）を反映した効用関数

Arrow（1962），　Romer（1986）流の資本の外部性を考慮した内生成長モデ

ルを取り込み，資本蓄積で表した経済成長率を導出している。ただしそこで

は政府の存在を明示的に仮定していないため，例えば相続税が経済成長率に

もたらす効果については明確に言及されていない。

　一般的には相続税の経済効果として，次のような経済効果を推測できよう。

つまり相続税によって遺産からの収益率が減少するため，資本蓄積あるいは

遺産形成が阻害される。したがって相続税は資本蓄積を介した経済成長，遺

産形成に悪影響を与えるものと推測される。このような直感的な推測は，井

堀（1993）で定性的に分析されている。井堀（1993）ではDiamond（1965）

型の2期間世代重複モデルの下で，個人が対数線形型の効用関数に基づく利

他的遺産動機消費遺産動機戦略的遺産動機の3つを保有する場合がモデ

ル化されている2）。また企業はAK型生産技術の下で生産を行い，政府は賦

課方式による公的年金政策の財源として相続税を利用するケースを分析対象

の1つとして扱っている。そこでは遺産動機の差異にかかわらず，賦課方式

による公的年金政策の財源としての相続税負担は，経済成長率を阻害する点

が述べられている。

1）消費遺産動機とは，遺産の規模から効用を得る個人が遺産を次世代に与えるという遺

　産動機であり，Yaari（1964）で言及された遺産動機である。

2）利他的遺産動機とは，次世代以降の厚生から効用を得る個人が，遺産を次世代に与え

　る遺産動機であり，Barro（1974）で言及された遺産動機である。消費遺産動機につい

　ては脚注1を参照。戦略的遺産動機とは，次世代による経済的行為の見返りに応じて

　個人が次世代に遺産を与える遺産動機であり，　Bernheim，　Shleifer　and　Summers（1985）

　によって言及された遺産動機である。
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　Ihori（1994a），　Ihori（1994b）も井堀（1993）の延長線上にある論文であ

るが，これら3つの論文で共通している点は，個人が遺産のみを所得として

いるモデルが採用されている点にある3＞。つまり資産性所得のみに依存する

個人が想定されるため，遺産だけではなく労働所得をモデルに含める余地が

ある。また遺産動機についても利他的遺産動機，消費遺産動機，戦略的遺産

動機以外の遺産動機を想定する余地もある。例えば，若年期を迎えている次

世代の消費から効用を得る「家父長的な遺産動機」が考えられる。また若年

期を迎えている次世代の消費ではなく，若年期を迎えている次世代の可処分

所得から効用を得るFamily　Altruismも遺産動機として考えられる4）。さら

に家父長的な遺産動機Family　Altruism以外の遺産動機すなわち若年期

を迎えている次世代が手にする遺産（あるいは税引き後の遺産）から効用を

得る遺産動機を扱うこともできる。

　そこで本論文では，個人が限りなく消費遺産動機に近い遺産動機をもちつ

つも，完全に利己的な遺産動機を保有しているわけではない。また個人が限

りなくFamily　Altruismに近い遺産動機iをもちつつもFamily　Altruismでは

ない遺産動機，すなわち若年期を迎えている次世代の相続税引き後の遺産か

ら効用を得る遺産動機をとりあげる。そして資本の外部性を考慮した生産

技術の下で，政府が相続税財源による賦課方式の公的年金政策を行う経済

をモデル化する。そのモデルを用いることによって，Bertola，　Foellmi　and

ZweimUller（2006）では分析されていない，相続税重課による賦課方式の公

的年金政策が経済成長率にもたらす経済効果を定性的に分析する。

2．モデル

　人口成長を考慮せず，各世代の人口が1に規定されるDiamond（1965）

型の2期間世代重複モデルを利用しつつも，生産技術はArrow（1962），

Romer（1986）流の資本の外部性を考慮した内生成長モデルに従うものとす

3）ただしIhori（1994b）では，個人が労働所得と遺産を所得として手にし，企業が新古典

　派型生産技術の下で生産を行うモデルも用いて，相続税の経済効果について分析して

　いる。

4）このような遺産動機はLambrecht，　S．，　P．Michel，　and　E．Thibault（2006）で扱われている。
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る。

　t期t世代の個人は労働を非弾力的に供給し，労働所得Wtを得る。ま

たt期t世代の個人はt期（t－1）世代の個人からの遺産btを手にする一方，相

続税を政府に支払う。したがって労働所得Wt，遺産btは消費。、tt貯蓄St，相

続税支払いτ、b，に等しい。ただしτbは相続税率であり，0＜τb〈1をみたす。

老年期を迎えた（t＋1）期t世代は貯蓄stの元利合計（1＋rt＋1）s、，相続税財源

による（1人当たりの）賦課方式の公的年金給付A，．1＝τ、b，．1を手にする。そ

れらは消費C、t．1と（t＋1）期（t＋1）世代への遺産b，．、に等しい。以上から個人の

予算制約式は（1），（2）のように表される。

　　c，，＝　w，＋　（1－T，）　b，一s，　（1）

　　c2t＋i＝　（1＋rt＋i）　st－bt＋i＋At．i　（2）
ただしrt．1は（t＋1）期利子率である。また政府の予算制約式は相続税財源に

よる（1人あたりの）賦課方式の公的年金給付をA、．1とおくことによって，

ん．1＝τbb，．1と表される。

　t世代の個人は子世代である（t＋1）期（t＋1）世代が手にする相続税引き後

の遺産，すなわちネットの遺産（1一τb）b，．1から効用を得る遺産動機をもつも

のと仮定する。この遺産動機を反映したt世代の個人によるCRRA型の効用

関数は，下のUtで表される。

　等≒1＋1｝ρ篶’＋1｝ρ（（1　一　T，）　b，．，　　　　1－e）1”e－1　（3）

　θは相対的危険回避係数でありθ＞0，ρは主観的割引率でありp＞0をみた

す。Cl，，c、t．1はt期t世代の消費，（t＋1）期t世代の消費であり，ともに正常財

である。t世代の個人は次世代について，あたかも自身と同様の経済行動を

とる経済主体であると評価するものと仮定する。つまり世代間割引率を限り

なくゼロに近いものと仮定するため，（3）では明示的な形で世代間割引率

が反映されていない。

　生産技術は次のとおりである。n企業が物理的資本k、，，若年期の個人の労

働力1、，を利用して競争的に同質な財yitを生産している（i＝1，2，…，n）。した
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がって醐の各企業の生産関数は，コブ＝ダグラス型の生産関数

　　ツ、，＝！聯1、｝　α，0＜α＜1，

として表される。ただしA，は資本の外部性でありA、・　aK，”αである。

κは’期に利用可能な資本蓄積の合計（集計化された資本蓄積）であり，κ

　ぶ一Σ々、，で表される。労働市場では労働需要と労鰍給が一致する。つま略
　t＝1

　　　　　　　　　カ期の労働供給が1，Σi、，一1である。利潤最大化を踏まえるならば租閏最

　　　　　　　　　t＝1

大化条件としてrtニαa，　wt＝a（1一α）K，を得る5）。

　資本市場と財市場の均衡式は下の（4），（5）として表される。

　　St＝K，＋1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）

　　Clt＋c2t＋K，＋1＝Wt＋（1＋rt）K，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）

3．相続税財源による賦課方式の公的年金政策と経済成長（1）

　目的関数を（3），個人の予算制約式（1）と（2）から導かれる生涯予

算制約式を利用し，効用最大化問題を解く。ただし効用最大化問題を解く際

に，下の仮定1を仮定する。

仮定1

　t期t世代の個人は効用最大化問題を解く際，（t＋1）期t世代の手にする相

続税財源による賦課方式の公的年金給付A，．、が，（t＋1）期（t＋1）世代への遺

産b，．1に影響を与えないものと認識して行動する。したがって効用最大化時

にt期t世代の個人は，相続税財源による賦課方式の公的年金給付を含めた

遺産（1－T、）　b，．1を踏まえて，遺産b，．1を選択することは一切ないものと仮定

する。

5）このようなArrow（1962），　Romer（1986）流の生産技術は，内生成長モデルでよく

　用いられる生産技術の1つであり，経済成長論のテキストでは必ず紹介されている生

　産技術の1つである。例えばBarro，　R．J．　and　Sala－i－Martin，　X．（1995）を参照。その他

　Corneo　and　Jeanne（1997），　Bruno　and　Musso（2003）などでも，同様の生産技術が使

　われている。



　　　K’1＋（1＋ρ）t（1切）1一÷（1一・・）一一1一［1＋（1一甫司

　　　　　　　K，．1－K，
　　　　　　　　　　　≡γKと定義することによって，相続税重課による賦　経済成長率を
　　　　　　　　K，

課方式の公的年金政策が経済成長率に与える効果として（13）を得る。
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　仮定1を踏まえて効用最大化問題を解くならば，一階条件として（6）と

（7）を得る。

　　　　　　　　　　　ユ　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ　　Clt＝（1＋αa）一i（1＋ρ）i（1一τb）1－i　b，＋1　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）

　　　　　　　　ユ　　c2t＋1ニ（1一τb）i－G　b，＋1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）

　Bertola，　Foellmi　and　ZweimUller（2006）と同様の手法を用いるならば，

（2），（4），（7）から（8）を得る。

　　　　　　　　　　　　　1　1
　　b，．1＝（1一τ、）一’1＋（1一τb）一万（1＋αa）K，．1　　　　　　　　（8）

　（8）では遺産b，．1が（集計化された）資本蓄積K，．1の関数として表され，

遺産と資本蓄積の比である無は（9）として表される・

　　　　　　　　　　　　　　　　無一（1－T・）一11・1＋（1一・・）一一it（1＋・a）　　　　（9）

つまり無は外生変数で表されるため・この関係は各期において成立する・

したがって（10）および（11）も成立する。

　　　　　　　　　　　　1　－l
　　b，＝（1一τ，）一11＋（1一τ，）一万（1＋αa）K，　　　　　　　　　（10）

　　　　　　　　　　　　　　　ユ　　音一（1－T・）一11＋（1一㎡去（1＋ua）　　　　　　（11）

　（6）に（8）を代入して得られる一階条件，および（4）と（10）を（1）に代入

するならば，経済成長率は（12）のとおり表される。

K，．1－K，　a（1一・）＋（1・＋・aa）［1＋（1一耐1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．一1　　（12）



一62一　（912） 山口経済学雑誌　第58巻　第6号

d7．

dT，

0－i（1　＋　aa）　（1　一　Tb）一　一bt－i［1　＋　（1　一　T，）一7］一2

z

ただし

・一1（1＋ρ）÷（1切）レt（1一砺帥＋（1イ司一2Z，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈o
Z

一．．v

Z－1＋（1＋ρ）去（1切）1一÷（1一嗣1＋（1一岡’〉α

島一・（1一・）＋（1切）［1＋（1一岡1＞α

である。以上から命題1を得る。

（13）

命題1　相続税重課による賦課方式の公的年金政策と経済成長

　仮定1をみたし，企業が資本の外部性を考慮した生産関数に基づいて生産

を行うものとする。このとき相続税重三による賦課方式の公的年金政策は，

経済成長率を阻害する。

　命題1は，相続税の重課が経済成長率を阻害するといった直感を反映して

いる。例えば井堀（1993）では，政府が賦課方式の公的年金財源として相続

の一定割合を利用する場合，相続への負担（公的年金政策財源としての相続

税）は経済成長率を阻害することを述べている。また新古典派型生産技術の

下でも，Ihori（1994b）は個人が消費遺産動機iを保有し，政府が相続税収を

政府支出政策に充当する場合，相続税の重課が利子率を増加させる（資本蓄

積を阻害する）ことを明らかにしている。このように遺産動機生産技術，

相続税収の使途に差異があったとしても，相続税の重課は経済成長や資本蓄

積に負の影響をもたらす傾向が強いものと位置づけられよう。本論文におけ

る遺産動機は純粋な利他的遺産動機でも，また消費遺産動機でもないものの，

命題1の帰結は上述の先行研究と重複する。

　相続税重三による賦課方式の公的年金政策から，若年期の個人が負担する
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相続税負担は高まる。その一方で，相続税重課による賦課方式の公的年金政

策から，老年期の個人が手にする公的年金給付の収益率も高まる。しかし効

用最大化時に個人は，自身が老年期に手にする公的年金給付を一切考慮せず

に効用最大化行動をとる。したがって効用最大化時に個人は自身の相続税負

担のみを考慮して行動し，老年期に手にする公的年金給付を考慮しない。そ

のため相続税重課による賦課方式の公的年金政策から若年期の遺産が減少

し，それにあわせて若年期の貯蓄（資本蓄積）も阻害され，資本蓄積で表さ

れた経済成長率が阻害されるものと解釈される。

　経済成長への寄与という点を重視するならば，個人がネットの遺産から効

用を得る遺産動機をもち，効用最大化時に相続税財源による賦課方式の公的

年金給付が遺産に影響を与えない場合，政府には相続税重課による賦課方式

の公的年金政策を行う必要性がない。むしろ経済成長の観点から，相続税を

所得再分配政策の財源として，賦課方式の公的年金政策のために利用するこ

とを政府は慎むべきである。仮定1の下では，所得再分配政策としての相続

税財源による賦課方式の公的年金政策は，失敗に終わってしまうからである。

　それでは仮定1が成立しない場合，命題1はどのように修正されるのだろ

うか？次の節では，効用最大化時に個人が相続税財源による賦課方式の公的

年金給付を考慮し，その上で遺産を選択するものと仮定する。このとき相続

税重点による賦課方式の公的年金政策が，経済成長率に与える効果を分析す

る。

4．相続税財源による賦課方式の公的年金政策と経済成長（皿）

　この節では下の仮定2を仮定した上で，相続税重三による賦課方式の公的

年金政策が経済成長率に与える効果を分析する。

仮定2

　t期t世代の個人は効用最大化問題を解く際　（t＋1）期t世代の手にする相

続税財源による賦課方式の公的年金給付A，．1が，（t＋1）期（t＋1）世代への



一64一（914）　　　　　山口経済学雑誌　第58巻　第6号

遺産b，．1に影響を与えるものと認識して行動する。したがって効用最大化時

に’期’世代の個人は，相続税財源による賦課方式の公的年金給付を含めた

遺産（1一τb）b，、1を踏まえて，遺産b，．1を選択するものと仮定する。

　仮定2を踏まえて効用最大化問題を解くならば，一階条件として（14）と

（15）を得る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Clt＝（1＋αor）一i（1＋ρ）i（1一τb）b，＋1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14）

　　c2t＋1＝（1一τb）b，＋1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（15）

第3節と同様の手法を用いることによって，（2），（4），（15）から（16）

を得る。

峠（1一・・）一1（1＋・a）K・・1　　　　　（16）

（16）では遺産b，．1が（集計化された）資本蓄積K，．1の関数として表され，

　　　　　　　　　　　　b，．1
　　　　　　　　　　　　　　は（17）として表される。遺産と資本蓄積の比である
　　　　　　　　　　　　K，．1

鶴一S（1－T・）一1（1＋ca）　　　　　（17）

つまり塑⊥は外生変数で決定されるため，この関係は各期において成立する。

　　　K，．1

したがって（18）および（19）も成立する。

　　あ一÷（1一・・）一1（1＋ua）K，　　　　　　　　（18）

音一÷（1－T・）一1（1＋ca）　　　　　（19）

（14）に（16）を代入して得られる一階条件，（4），（18）を（1）に代入す

るならば，経済成長率は（20）のとおり表される。
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Kt．i－K，　a（1－a）　＋2－i（1＋aa）

　　　　　　　　　　　　　ユ　　　　　　　　　　　　　　　K・　1＋2－1（1＋ρ）ff（1＋・a）1一万

　　　　　　K，．1一、K，
　　　　　　　　　　≡加と定義するならば（20）より，経済成長率を
　　　　　　　κ，

一1 （20）

相続税重課によ

る賦課方式の公的年金政策が経済成長率に与える効果として（21）

　　亟Lo
　　dTb

を得る。

（21）

命題2　相続税重課による賦課方式の公的年金政策と経済成長

　仮定2をみたし，企業は資本の外部性を考慮した生産関数に基づいて生産

を行うものとする。このとき相続税重課による賦課方式の公的年金政策は，

経済成長率に影響を与えない。

　命題2は命題1と異なる命題であり，直感とも相容れない効果を反映して

いる。Ihori（1994a）ではAK型生産技術，対数線形型の効用関数の下で個

人が利他的遺産動機消費遺産動機，戦略的遺産動機のいずれを遺産動機と

してもっていようと，相続税重課による賦課方式の公的年金政策は，経済

成長率に対して独立であることを示している。命題2は，このlhori（1994a）

の帰結あるいはBarro流の政策無効論がCRRA型効用関数，そして個人が

（子世代の）相続税引き後のネットの遺産（1一τb）b，．1から効用を得る場合に

おいても得られることを反映している。

　相続税重課による賦課方式の公的年金政策から，若年期の個人によって負

担される相続税負担が高まる。その一方で，相続税重課による賦課方式の公

的年金政策から，老年期の個人が手にする公的年金給付の収益率も高まる。

仮定2の下では，個人は老年期に手にする公的年金給付を考慮した上で効用

最大化行動をとる。したがって個人は自身の相続税負担，将来手にする公的

年金給付の両者を考慮して行動することになる。このため若年期の個人に
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よって負担される相続税負担は増加するものの，将来手にする公的年金給付

の収益率も高まるため，相続税負担に基づく貯蓄（資本蓄積）の阻害が相殺

されるものと解釈される。

　経済成長率への寄与という点だけを単純に比較するならば，命題1に比べ

て命題2の方が望ましいようにみえる。しかし命題2回忌，相続税重課によ

る賦課方式の公的年金政策が経済成長率を阻害することも高めることもな

い。このことをどのように評価するかが問われる。経済成長率に変化を与え

ることなく，また経済成長率を気にかけることなく，政府が賦課方式の公的

年金政策財源として相続税を徴収し，相続税重課による賦課方式の公的年金

政策を実行できるものと評価できる。あるいは経済成長率への寄与が生じな

いことから，相続税財源による賦課方式の公的年金政策はマクロ経済政策と

して機能し得ない。そもそも政府が賦課方式の公的年金政策財源として相続

税を徴収し，相続税率を重課すること自体が無意味とも評価できる。命題2

の下では，このような2とおりの評価が可能となる。

5．おわりに

　本論文ではDiamond（1965）の2期間世代重複モデルに，資本の外部性を

反映した内生成長モデル，子世代が手にする税引き後の遺産から効用を得る

遺産動機を考慮し，相続税重言による賦課方式の公的年金政策が経済成長率

に与える影響を分析した。本論文のモデルの範囲の下では，以下のことが示

された。

　第1に相続税の重課は，必ず経済成長率を阻害するわけではない。相続税

が経済成長率にもたらす直感的な解釈として，次のような解釈ができよう。

相続税の重言は遺産の収益率そして貯蓄を阻害する。この貯蓄の阻害が資本

蓄積で表される経済成長率を低下させる。しかしこの相続税重三による経済

成長率への効果が成立するか否は，相続税財源による賦課方式の公的年金給

付を，効用最大化時に個人が考慮するか否かに依存するのである。したがっ

て経済成長率に負の効果をもたらす最大の要因は，相続税ではない点が重要
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である。

　第2に個人が利他的遺産動機をもたなくとも，子世代の税引き後の遺産か

ら効用を得る遺産動機をもつだけで，相続税重課による賦課方式の公的年金

政策が経済成長率に影響を与えない場合も生じる。利他的遺産動機以外の遺

産動機でも，いわゆるBarro流の政策無効論が成立する場合を排除できない。

　第3に子世代の手にする税引き後の遺産から効用を得る遺産動機では，政

府は相続税財源による賦課方式の公的年金政策をめぐり，難しい舵取りを迫

られる。個人が効用最大化時に，相続税財源による賦課方式の公的年金給付

を考慮しなければ（考慮するならば），相続税重課による賦課方式の公的年

金政策は経済成長率を阻害する（経済成長率に影響を与えない）からである。

いわゆるマイナス成長か，経済成長率に影響を与えないという意味でのゼロ

成長という効果のいずれかであるため，政府はマクロ経済政策としての観点

から，相続税財源による賦課方式の公的年金政策，すなわち所得再分配政策

の失敗に直面するのである。

　賦課方式の公的年金政策といった所得再分配政策の財源として，政府が相

続税を利用する場合，単に遺産動機だけが問われるだけではない。効用最大

化時に個人が賦課方式の公的年金給付を考慮するか否かといった点，すなわ

ち個人の効用最大化にも政府は十分注意を払う必要がある。
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